
はじめに

現在，地域（都市）の再生に関する議論が進

んでいる。その背景には，多くの都市において

産業が工業からサービス業へ転換する中で，グ

ローバリゼーションとあいまって，産業が衰退

し，地方自治体の税収が低下するために，地域

の公共サービスが十分に運営されえない状況に

あることが挙げられる。その結果として，地域

の中で弱い立場にある人たちが社会的，経済

的，政治的に排除されてしまうという社会的排

除の問題が深刻化しているのである。

このような状況の中，わが国においても，地

域再生の取り組みが進められ，２００３年（平成１５

年）に内閣に地域再生本部が設置され，２００５年

には地域再生法が施行されている。しかし，わ

が国の地域再生法が目的としていることは，

「地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組

による地域経済の活性化，地域における雇用機

会の創出その他の地域の活力の再生」（第１条）

とされており，経済的開発に重点を置いたもの

となっている。また，そのための財源となる地

域再生基盤強化交付金の内容は道整備交付金

道路，農道又は林道，汚水処理施設整備，下水

道，集落排水施設又は浄化槽，港整備，港湾施
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英国地域再生の政府間関係がローカルガバナンスに
与えた影響に関する研究

岩満 賢次＊

地域再生の脈絡において，公私多元的な利害関係者によるパートナーシップを枢軸としたローカル
ガバナンスの重要性が議論されている。このローカルガバナンスでは，資金の柔軟性が極めて重要な
問題となる。パートナーシップによる意思決定を進めたとしても，その実行に伴う資金が硬直性を持
っていれば，実行性を伴わないからである。英国の地域再生政策には，中央政府による補助金を伴っ
たプログラムがあり，その用途を指定していないことから注目が集まっている。ディプライブド・エ
リアに配分される近隣地域再生資金もまたそのような特徴をもつ資金とされる。しかし，英国の中央
政府は，信号機型評価システムによる近隣地域再生資金の用途の外部監査を行っている。またそのア
カウンタビリティの中核にあるものは中央政府が求める数値目標である。本稿では，このような外部
監査と業績達成を軸としたベストバリューの理念が地域戦略パートナーシップによる近隣地域再生資
金の意思決定にどのような影響を与えているのかを分析している。
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設，漁港施設などとなっている。これらは，従

来の公共事業誘導型の地域開発政策と同様にハ

ード面を重視したものであり，地域の多様性を

重視し，ソーシャルインクルージョンを基盤に

すえた政策ではないことは明白である。

他方で，わが国では，経済的開発ではなくソ

ーシャルインクルージョンを基盤にすえた地域

再生の手段としての地域福祉の重要性も高まっ

ており，２０００年に制定された社会福祉法では，

地域福祉の推進（第４条），市町村地域福祉計

画の策定（第１０７条）などが明記され，地域福祉

の推進のための公共政策が進められている。

このような人々の生活を基盤にすえた地域再

生の脈絡においては，ソーシャルインクルージ

ョンを達成するために，ローカルガバナンス１）

の有用性が論じられている（吉原２００１；１１２-

１１３，山本２００５a；２８３）。筆者は，過去の研究の

中で，わが国の地域福祉計画の策定にあたって

は，ローカルガバナンスに基づいて公私関係を

見直す必要性があることを論じた。すなわち，

地方自治体２）をコミュニティのリーダーとし，

市民社会３）を地方自治体のパートナーとして位

置づける必要があるのである（岩満 ２００６；

１５０-１５２）。

しかし，わが国のパートナーシップの議論

は，行政改革の系譜からのみ論じられており，

住民参加なきパートナーシップであると言える

（白石２００３；９７-１０１）。従って，パートナーシ

ップ政策を住民参加の視点から分析することが

現在必要となっている。しかし，その決定すべ

きものが単なる理念にとどまってはならず，予

算を獲得し，実行可能なものでなければ，住民

参加のためのパートナーシップも単なる型式に

過ぎなくなる。そのため，パートナーシップと

財源を関連付けた議論は極めて重要な問題とな

るのである。

この地域再生の脈略においてパートナーシッ

プと財源が関連付けられて論じられている事例

として，英国の１９９０年代以降の地域再生政策が

挙げられる。その理由としては，中央政府が供

給する地域再生関連の資金を受給する地方自治

体は，公私多元的なパートナーシップを形成す

ることが義務づけられているからである。とり

わけ，２００１年の「近隣地域再生に対する新たな

確約；国家戦略行動計画（ANewCommitment

toNeighbourhoodRenewal;NationalStrategy

ActionPlan，以下，国家戦略行動計画）」の中

でディプライブド・エリア４）を対象に，地域の

意思決定をパートナーシップで行うための地域

戦 略 パ ー ト ナ ー シ ッ プ（LocalStrategic

Partnership，以下LSP），そして，その意思決定

にボランタリー及びコミュニティ組織

（VoluntaryandCommunityOrgnisation，以下

VCO）の参加を促すコミュニティ・エンパワメ

ント・ネットワーク（CommunityEmpowerment

Network）の形成が義務付けられ，構造的に，

ローカルガバナンスの方向性に向かっていると

考えられる５）。

英国の地域再生については，とりわけ１９９０年

代の統合再生予算（SingleRegenerationBudget）

に関して，パートナーシップ政策への評価はあ

るものの，中央政府による財源統制への批判が

ある（山本２００４；４３，山本２００５a；３０１，Davies

2002;179,Mayo1997;10）。その結果として，

１９９０代より進められている統合再生予算のプロ

グラムでは，パートナーシップの内部の結合は

弱いことも明らかにされている（Davies2002;

173）。

他方で，LSPの財源である近隣地域再生資金

（NeighbourhoodRenewalFund）は，統合再生
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予算のようにマッチングファンドの要件もな

く，包括的補助金であり，LSPにより柔軟な意

思決定ができる制度であることがわが国におい

ても紹介されている（例，自治体国際化協会

２００４；３７-３８）。しかし，全国監査局の調査に従

えば，コミュニティ・エンパワメント・ネット

ワークは，LSPへのVCOの参加を促すために

設置された機関であるにもかかわらず，LSPの

意思決定には十分な影響を与えられていないと

考えている（NationalAuditOffice2004;36-

37）。つまり，LSPの意思決定においては，コ

ミュニティ・エンパワメント・ネットワークを

中心としたVCOの見解よりも，他の要因が働

いていると考えられる。

１９９７年に誕生したブレア政権の政策に対して

はベストバリューの理念の下，中央集権的な要

素が強いことに対する批判は多い。その批判の

中心にあるものは，業績達成を促すために，地

方自治体を包括的に監査し，自治体間の評価付

けを行う「包括的業績監査」の制度である。他

方で，地方自治体の意思決定に利害関係者との

協議を義務としているが，自治体の財政支出

は，地域住民による意思決定よりも，包括的業

績監査の結果により決定されているとされる

（槌田２００４；８３）。

近隣地域再生資金は，包括的業績監査の影響

を受けず，地域の柔軟な意思決定が可能な補助

金とされているが，他方で，「信号機型評価シ

ステム（TrafficLightSystem）」という評価手

法がある。近隣地域再生資金は，中央政府が調

達する地方自治体への補助金であるにもかかわ

らず，その評価手法は明確にされず，政府間関

係が地域の意思決定に与える影響については，

解明されてこなかった。そこで，本稿では，包

括的業績監査と信号機型評価システムを比較

し，さらに，バーミンガム市を事例に挙げなが

ら，近隣地域再生資金の配分に関して地域の意

思決定に与える政府間関係の影響を明らかにす

ることを目的とする。

ここで，本研究を行うことのわが国に対する

意義を説明しておく。わが国の地域福祉につい

ては，住民参加は強調されているが，予算に関

する議論に乏しい（山本２００５b；２７）。住民参

加により決定すべきものは，公的なプログラム

やその資金の用途であるが，それらに官僚制が

伴ったままであれば，たとえ市民参加のチャン

ネルが開かれたとしても，その決定に参加する

ことができない。そのために，資金供給とその

監査体制を含めた政府間関係は，住民参加のた

めのパートナーシップを考える上で，極めて重

要なものと言える。「地域福祉を社会福祉の現

代的形態と捉えること」（三浦１９９８；２５）が重

要視されようになる中で，地域福祉の公的資金

の充実が望まれなければならない。本研究を行

うことにより，わが国の地域再生や地域福祉に

関する政策の資金供給のあり方に関する議論が

進むことを期待している。

本研究の骨子は以下のとおりである。第一

に，ローカルガバナンスの組織間関係を整理す

る。第二に，包括的業績監査について，政府間

関係から分析を行う。第三に，近隣地域再生資

金おける信号機型評価システムについて，政府

間関係から分析を行う。第四に，バーミンガム

市を事例として，信号機型評価システムによる

LSPの意思決定への影響を分析する。最後に，

包括的業績監査と信号機型評価システムを比較

した上で，英国の近隣地域再生資金に伴う政府

間関係を解明した上で，英国のローカルガバナ

ンスの課題について論じる。なお，本稿は，イ

ングランドのディプライブド・エリアに限定し
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て論じていくこととする。

第１章 ローカルガバナンスの組織間関係

本章では改めてローカルガバナンスの組織間

の関係について整理を行いたい。

ローカルガバナンスは，地域再生のようなウ

イックド・イシュー６）として言及される政策

問題に対して有用であり，ソーシャルインクル

ージョンを達成するものとして注目を集めてい

る。地域におけるこれらのような諸問題は，既

存の政策立案の手法では解決が困難であり，多

様な組織間，そして組織内部の部局間の連携を

含めた統合的アプローチが必要であるからであ

る。

しかし，ローカルガバナンスについては，ヨ

ーロッパをはじめ，多くの研究者が議論を行っ

ており，「公私間及びそれらの組織内部の境界

線が曖昧になる統治スタイルの発展に言及して

いるということに同意はあるが，それ以外のこ

とに同意はない」（LeachandSmith2001;21）

とされている。ローカルガバナンスは，「政府，

地方自治体，ステークホルダー（利害関係者）

との間の高度に結びついた複雑な一連の関係を

求めているもの」（山本２００５a；２８７）であるが，

重要なことは，民主的な意思決定を行うための

それらの組織の関係性にある。ローカルガバナ

ンスにおける組織の関係はどのようにあるべき

であるのか。

ローカルガバナンスは誰が先導すべきか。地

域の意思決定のリーダーとなるには，正当性が

必要である。地域の中で，民主主義の基盤とな

る選挙で選出された議員が統括する地方自治体

は地域のリーダーとなる正当性がある。そのた

め，地域のリーダーは，地方自治体が担うべき

である。ただし，既存の政策立案のように，地

方自治体が地域の公共政策の意思決定をすべて

単独で担うのではなく，社会の周辺部に追いや

られてしまうような少数派コミュニティの意見

やニーズを地域の意思決定に取り入れられるよ

うな仕組みが必要となる。

このような少数派の意見やニーズを地域の意

思決定につないでいくものとして，VCOを中

核としたアソシエーション群による議論の場と

しての市民社会が注目されている。市民社会で

は，いかなる少数派でもネットワークを形成で

き，いかなるVCOも参加可能という特性を持

っており，人々の孤立を解消するものとして期

待される。しかし，VCOは，単なるネットワー

クを形成するだけではなく，彼らが，地域の意

思決定に参加し，少数派の意見をも取り入れら

れるような推進力をもつことが必要となってく

る。そのため，地方自治体は，このVCOをパ

ートナーとみなさなければならない。

すなわち，ローカルガバナンスに基づいて，

地方自治体を地域のリーダーとし，VCOをパ

ートナーとすることで，インクルーシブな社会

が創造できるのである。

他方で，ローカルガバナンスの脈絡では，中

央政府の役割は見逃せない。とりわけ，地域再

生のようなウイックド・イシューは，単一のレ

ベルの行政部門だけでは解決できないために，

中央政府を含めた上部組織は，重要な役割を担

うようになる。しかし，中央政府と地方自治体

との関係は，従来型の官僚制に基づくものでは

なく，地方自治体をリーダーとしたパートナー

の関係であることが望まれる。

すなわち，ローカルガバナンスでは，中核に

地方自治体をすえ，中央政府やVCOを含め，

多くの関連組織がパートナーとして結びつくこ
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とが重要となるのである。

第２章 包括的業績監査の構造

本章では，包括的業績監査は，ローカルガバ

ナンスの視点から，政府間関係に課題があるこ

とを指摘する。なお，本稿の冒頭で示したよう

に，包括的業績監査がローカルガバナンスを疎

外する要因となっていることは先行研究におい

て明らかになっているが，次章以降の信号機型

評価システムと比較するために，改めて，ここ

で論じておく。

第１節 包括的業績監査の政策的脈絡

ブレア政権下の政策の特徴のひとつは，ソー

シャルインクルージョンを基盤とした地域再生

政策を推進していることである。そのために，

２０００年に改定された地方自治法では，地方自治

体が「自分たちのエリアの経済，社会及び環境

上の福祉を推進する」義務を持つことを新しく

明記し，地方自治体は，地域計画（Community

plan）の策定などの地域政策を推進する主体と

して，すなわち地域のリーダーとして，明確に

位置づけられるようになっている。

他方で，中央政府は，１９９８年の地方自治法の

改定の中で，地方自治体にベストバリューを課

し，明確な数値目標による成果を定めることに

より，地方自治体に業績達成を強力に促してい

る。１９９９年には，すべての地方自治体に公共サ

ービス協定（PublicServiceAgreement）を取

り交わし，その中で具体的な数値目標を定め，

地方自治体の業績を管理した。その後，２０００年

には，監査委員会査察制度（AuditCommission

inspection）を開始し，公的サービスの利便性

や地方自治体のリーダーとしての役割などを評

価した。この段階では，監査と査察の機能が個

別に機能していたために，それらを統合し，地

方自治体全体の状況を包括的に監査する制度と

して，２００２年に包括的業績監査の制度を創設し

ている（Auditcommission2006;2-3）。

地方自治体の側から見ると，ブレア政権下で

は，中央政府による外部監査により，一貫して

業績を管理されるようになっていることには変

わりはない。さらに，この包括的業績監査は，

スターレイティング（StarRating）とも呼ばれ

ており，その結果に基づいて，０星から４星ま

で，地方自治体を格付けする制度であり，地方

自治体は強度の競争にさらされることになって

いる。次節では，その仕組みについて見て行

く。

第２節 包括的業績監査の構造

このように地方自治体をコントロールする仕

組みとして登場した包括的業績監査は，どのよ

うに地方自治体を監査しているのであろうか。

この包括的業績監査は，中央政府の監査委員

会が担い，成果指針，総体的能力のアセスメン

ト，監査及び査察報告書，利害関係者の意見な

どによる多様な情報により判断される。その判

断となる項目は，まずローカル・サービスの状

況であり，対象の項目として，児童及び若者，

ソーシャルケア（成人），住宅，環境，文化，給

付，消防（消防に関しては，責任を負っている

１６の地方自治体のみ）の７項目の判定がある。

監査委員会が直接評価を行う項目は，住宅，環

境，文化，消防であり，児童及び若者，成人の

ソーシャルケア，給付については，管轄省の査

察官が行う。これらの評価は，全国成果通知

（nationalperformanceinformation）に基づい

て行われる。
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第二に，資源の使用について，財政の報告の

あり方，財政マネジメント，財源調達，内部の

コントロール，バリュー・フォー・マネーの５

項目より判定される。この評価には，監査実施

コード（CodeofAuditPractice）が用いられ，

地域の監査者による活動に基づいて行われる。

第三に，総体的アセスメントして，熱意，優

先事項の明確化，能力，業績管理，達成度の５

項目から判定される。このアセスメントは，６

名により構成される査察チームが行い，この中

には，地域の役人やカウンシラーが含まれてい

る。これらを総合し，星の数が決定されるので

ある。また，これらの星の数と共に，これまで

の進展度も，５段階で評価される。すなわち，

「かなり大きく改善（Improvingstrongly）」，

「大きく改善（Improvingwell）」，「少し改善

（Improvingadequately）」，「ほとんど改善なし

（Notimprovingadequately）」，「改善なし（Not

improving）」である（図１）（AuditCommission

2006;4-5）。

これらの判定の結果，４星もしくは３星と判

定された地方自治体には規制緩和などの優遇措

置があり，２星もしくは１星の地方自治体に

は，中央政府による地方自治体の介入が強化さ

れ，０星の地方自治体は，直接政府の指揮下に

置かれることとなる（Martin2002;304）。その

ため，中央政府の評価により，地方自治体と中

央政府との関係は大きく変化することとなり，

そのコントロールは中央政府が担っているため

に，地方自治体が中心となりローカルガバナン

スを担う体制にはないといえる。

第３章 信号機型評価システムの構造

本章では，前章の包括的業績監査は中央政府

がコントロールする体制にあることを指摘した
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進 展 度
かなり大きく改善
大きく改善
少し改善

ほとんど改善なし
改善なし

評価のカテゴリー
４星
３星
２星
１星
０星

資源の使用
財政報告

財政マネジメント
財源調達

内部コントロール
バリュー・フォー・マネー

総体的アセスメント
熱 意

優先事項の明確化
能 力
業績管理
達成度

児童と
若 者

ソーシャル
ケア（成人）

住 宅 環 境 文 化 給 付 消 防

図１ 包括的業績監査の構造
典拠；AuditCommission,2006,p5



ことを受けて，近隣地域再生資金の評価システ

ムである信号機型評価システムも同様に，ロー

カルガバナンスの視点から，資金の決定に柔軟

性が持てないシステムであることを論じる。

第１節 信号機型評価システムの政策的脈絡

信号機型評価システムは，近隣地域再生資金

を受給するLSPの評価手法である。近隣地域再

生資金は，国家戦略行動計画の中で，ディプラ

イブド・エリアを対象に，その地域の改善のた

めに確約された資金である。国家戦略行動計画

は，社会的排除対策局（SocialExclusionUnit）

による報告書「英国を統合する；近隣地域再生

のための国家戦略」（１９９８年）において地域間

格差が拡大していることの報告を受けて，その

地域間是正のため，ディプリベーション指数の

高い地域（ディプライブド・エリア）の受け入

れ難い悪条件に取り組むことを目的とした計画

である（SocialExclusionUnit2001;12）。近隣

地域再生資金の予算の推移は，表１に見ること

ができる。

近隣地域再生資金を受給する地方自治体は，

LSPの形成が義務付けられている。LSPは，地

方自治体の役人やカウンシラー，VCOセクタ

ーを中心とした公私多元的なパートナーシップ

であり，各機関から独立した意思決定機関とな

っている。このLSPは，その資金の用途に関す

る近隣地域再生計画を作成し，その資金配分に

関する意思決定を行うことになっている

（SocialExclusionUnit2001;43-46）。近隣地域

再生資金は，中央政府からの補助金でありなが

ら，その用途が指定されていない補助金であ

り，LSPが用途を決定できる資金となっている。

しかし他方で，その補助金の支出の詳細を明

記した書面を内務大臣に提出することも必要と

されている（SocialExclusionUnit2006;10）。

また，中央政府は，すべての地域が下回っては

いけない国家目標としての最低目標値（floor

targets）を設定している。LSPがこの最低目標

値を達成できているか，もしくはこの最低目標

値に対してどの程度進展したかということを測

定するだけでなく，LSPの活動や運営状況の評

価を行う枠組みとして，中央政府は信号機型評

価システムを導入している。次節では，その信

号機型評価システムの仕組みを見ていく。

第２節 信号機型評価システムの構造

このように，LSPは信号機型評価システムに

より評価されることになっているが，その構造

はどのようになっているのであろうか。

このシステムの中央政府の管轄は，地域・地

方自治省（DepartmentforCommunitiesand

localgovernment）７）が担うことになっている

が，そ の 評 価 の 権 限 を リ ー ジ ョ ン 政 府

（GovernmentOfficeforRegions）に委譲して

いるために，リージョン政府が主にその業務を

担うことになっている。

この信号機型評価システムでは，まず中央政

府が設定している６つの優先事項，すなわち，

医療，教育，犯罪，失業，住宅，環境の達成す
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表1 近隣地域再生資金の推移（m￡）

2006/20072005/20062004/20052003/20042002/20032001/2002年度

519525450400300200合 計

典拠；OfficeoftheDeputyPrimeMinisterによる年次報告書をもとに筆者が作成
※m￡未満は切り捨て



べき国家目標に関して，各々の地域に対して，

最低目標値を示し，LSPによる自己診断を行わ

せる。続いて，LSPは，この評価をもとに，改

善計画（Improvementplan）を作成する。LSP

は，自己診断の結果や改善計画をリージョン政

府に報告し，リージョン政府は，同様の各項目

の評価を独自に改めて行った後に，近隣地域再

生資金の支出の用途やLSPの運営状況を考慮し

ながら，４段階の評価付けを行う。すなわち，

英国の信号機に基づいて「グリーン」，「アンバ

ー・グリーン」，「アンバー・レッド」，「レッ

ド」に分類される（図２）。これらの評価は，リ

ージョン政府からLSPと中央政府の双方へ報告

される８）。

LSPは，近隣地域再生資金の用途やLSPの活

動について，この信号機型評価システムの評価

を受けるが，この仕組みは，包括的業績監査と

同様に，中央政府がコントロールしているとい

える。そのため，地方自治体が中心となり，ロ

ーカルガバナンスを担う体制にはないといえる。

第４章 バーミンガム市の事例検討

本章では，バーミンガム市において，信号機

型評価システムの評価により，近隣地域再生資

金の用途が決定されていることを見ていく。

第１節 バーミンガム市の基礎的概観

バーミンガム市は，英国第二の人口規模を持

つ都市であり，かつては工業の中心地として栄

えたが，１９７０年代以降，工業の衰退と共に，失

業率も高まり，多くの衰退地域が存在するよう

になった。また，パキスタン系やバングラディ

ッシュ系の少数民族が多く，現在では，少数民

族の割合は３０％であるが，近い将来５０％を超え

ることが推測されており，複数のコミュニティ

が内在する地域としても注目が集まっている。

１９９０年代より地域再生の成果が見られ始めてい

るが，住宅問題やインナーシティーなどの問題

をなお抱えており，地域再生において注目され

ている都市である。

バーミンガム市は，２００１年の国家戦略行動計

画の中で，ディプライブド・エリアに指定され

ており，近隣地域再生資金を受給し，LSPとし

てのバーミンガム戦略パートナーシップを形成

し，地域再生に取り組んでいる。バーミンガム

市が受給する近隣地域再生資金の額は表２のと

おりである。
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図２ 信号機型評価システムの構造
筆者作成

パートナーシップ・マネジメント
パートナーシップ活動の

レビュー
資金配分の方法
及びその適切性

評価のカテゴリー
グリーン

アンバー・グリーン
アンバー・レッド

レッド

改 善 計 画

保 健 教 育 犯 罪 失 業 住 宅 環 境



第２節 バーミンガム市の信号機型評価システ

ムの結果

ここでは，ウエストミッドランドのリージョ

ン 政 府（GovernmentOffice forthe West

Midlands）が発行している「バーミンガム戦略

パートナーシップ／ウエストミッドランド・リ

ー ジ ョ ン 政 府 の 年 間 レ ビ ュ ー２００５/０６

（BIRMINGHAM STRATEGICPARTNERSHIP/

GOWM ANNUALREVIEW２００５/０６）」をもと

に，バーミンガム市の信号機型評価システムの

結果を見ていく。

２００５年度のバーミンガム戦略パートナーシッ

プの信号機型評価システムの結果は「アンバ

ー・グリーン」であり，一定の進展を評価され

ている（表３）。２００３年度と２００４年度の評価が

「アンバー・レッド」であったために，２００５年

にはバーミンガム戦略パートナーシップの活動

は，評価が高まっていることが伺える。とりわ

け，バーミンガム市において積年の問題である

住宅問題は，２００３年度と２００４年度には「レッ

ド」の評価であったが，２００５年度には「アンバ

ー・グリーン」の評価となり，急速な改善が見

られている。ただし，進展度が高いが，バーミ

ンガム市の住宅は依然として国家目標に到達し

ておらず，バーミンガム市の主要な優先事項で

あり続けている。また，保健と失業は，「アン

バー・レッド」と評価されていることから進展

に問題があるといえる。

ウエストミッドランドのリージョン政府は，

バーミンガム戦略パートナーシップに対して，

以下のように勧告している。

「教育，犯罪，環境については継続的な進展を認

められるが，バーミンガム戦略パートナーシップ

は，雇用と保健に関連する進展を加速する必要性

がなお残っており，近年の住宅に関する進展は確
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表２ バーミンガム市への近隣地域再生資金の推移（m￡）

２００６/２００７２００５/２００６２００４/２００５２００３/２００４２００２/２００３２００１/２００２年度

２９２２２２２２１６１１合 計

典拠；OfficeoftheDeputyPrimeMinisterによる年次報告書をもとに筆者が作成
※m￡未満は切り捨て

表３ バーミンガム市の信号機型評価システムの結果

評 価要 素

アンバー・グリーン全 体

現在の成果
アンバー・レッド保 健
アンバー・グリーン教 育
グリーン犯 罪
アンバー・レッド失 業
アンバー・グリーン住 宅
グリーン環 境

アンバー・レッドパートナーシップ・マネジメント

アンバー・レッド改善計画

典拠；GovernmentOfficefortheWestMidlands,２００６，を
もとに筆者が作成



実に維持される必要があると認識される。…パー

トナーシップは最も荒廃している近隣地域とコミ

ュニティに，そしてその地域の失業と保健の成果

を改善することに明確に焦点を合わせていくこと

が期待される。また，近隣地域再生資金の配分方

法について抜本的な変革が必要である。…最も荒

廃している近隣地域と関心に基づくコミュニティ

の成果を改善するための目標値を設定し，３領域

（保健，失業，住宅）の最低目標値の活動計画を通

じて，それらの目標を達成する活動を特定するこ

ととする。」

（GovernmentOffice for the WestMidlands

2006;1-2）

これらの評価は，バーミンガム戦略パートナ

ーシップと中央政府の担当者に送信されてい

る。バーミンガム戦略パートナーシップでは，

改善計画（２００６）の中で，保健，失業，住宅に

関する重点的な資金配分の増額を決定してお

り，この３領域の各活動計画を策定し，目標値

の達成を目指している（BirminghamStrategic

Partnership2006;10）。表２に戻ると，バーミ

ンガム市の近隣地域再生資金は，２００６年に，急

激に増加しており，この増額分は，この３領域

に対して使途が指定されており，最低目標値を

達成できるよう，中央政府による資金配分が重

点化していることが伺える。すなわち，近隣地

域再生資金の資金配分は，リージョン政府の評

価に基づいて，そして中央政府による介入に基

づいて，決定されているといえる。

第５章 政府間関係がLSPに与えた影響

ここまで，包括的業績監査と信号機型評価シ

ステムについて，政府間関係から整理を行い，

双方とも中央政府のコントロール下にあること

を指摘した上で，バーミンガム市の近隣地域再

生資金に関する意思決定も信号機型評価システ

ムにより大きく左右されていることを論じてき

た。ここでは，包括的業績監査と信号機型評価

システムの双方の構造を比較した後に，英国の

政府間関係について，分析を試みたい。

第１節 包括的業績監査と信号機型評価システ

ムの比較

ここでは，包括的業績監査と信号機型評価シ

ステムの双方を，「評価の主体」，「評価の客

体」，「評価の指標」，「評価の提示方法」の４点

から比較を試みる（表４）。

「評価の主体」について。包括的業績監査で

は，監査委員会が評価を担う。これは，各省庁

を超えたローカル・サービスの項目を含め監査

するために，独立機関として創設されたもので

ある。他方で，信号機型評価システムでは，地

域・地方自治省が直接的には担当するが，その

権限をリージョン政府に委譲している。しか

し，最終的な舵取りや予算の決定は中央政府が

担っている。

「評価の客体」について。包括的業績監査で

は，評価される対象は地方自治体であるが，信

号機型評価システムでは，LSPが評価の対象と

なる。しかし，近隣地域再生資金を受給している

地方自治体のLSPでは，地方自治体が議長であ

り，近隣地域再生資金の責任団体（accountable

body）である。そのため，地方自治体の活動は

この評価の大きな指針となり，包括的業績監査

と信号機型評価システムの双方の評価を受ける

ことになる。

「評価の指標」について。包括的業績監査で

は，ローカル・サービス，資源の使用方法，そ
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の他の総合的アセスメントにより総体的に評価

される。信号機型評価システムでも同様に，ロ

ーカル・サービス，パートナーシップのマネジ

メント，改善計画となっている。双方におい

て，ローカル・サービスの内容は異なっている

ものの，中央政府が具体的な数値目標を掲げ，

指針としている点は同じであり，その他の資金

の用途やその他のマネジメントなどを評価の対

象とするなど，そのプロセスや運営方法にも中

央政府の介入が見られ，地域の柔軟性には大き

な疑問が残るところである。

「評価の提示方法」について。包括的業績監

査では，スターレイティングに倣い５段階の星

付けを行っており，信号機型評価システムで

は，信号機に倣い４段階に分類している。双方

とも，結果は公表され，達成の低い場合には，

中央政府の強力な介入が伴うことは同じであ

る。

以上より，包括的業績監査と信号機型評価

システムのシステムはほぼ類似のシステムであ

り，中央政府の介入が地方自治体を中心とした

ローカルガバナンスを阻害するものとして考え

られる。また，バーミンガム市の事例において

も，近隣地域再生資金に関しては，LSPが柔軟

な意思決定を行っているというよりも，信号機

型評価システムによる監査システムとリージョ

ン政府による勧告により，予算が決定されてい

ることが明らかである。

第２節 近隣地域再生資金における政府間関係

の検証

これまで見てきたように，「評価の主体」，

「評価の客体」，「評価の指標」，「評価の提示方

法」の４点のいずれにおいても，包括的業績監

査と信号機型評価システムはおおむね同様の構

造にある。また，バーミンガム市の事例から

も，中央政府及びリージョン政府の介入によ

り，地域の意思決定が大きく左右されている実

態が明らかとなった。それゆえ，包括的業績監

査により地方自治体の意思決定が左右されてい

ることと同様に，ディプライブド・エリアの

LSPは，リージョン政府の評価に基づいて，重
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表４ 包括的業績監査と信号機型評価システムの比較

信号機型評価システム包括的業績監査

リージョン政府監査委員会評価の主体

地域戦略パートナーシップ地方自治体評価の客体

・ローカル・サービス（医療，教育，犯罪，
失業，住宅，環境）

・パートナーシップ・マネジメント（パート
ナーシップ活動のレビュー，資金配分の方
法及びその適切性）

・改善計画

・ローカル・サービス（児童と若者，ソーシ
ャルケア（成人）， 住宅，環境，文化，給
付，消防）

・資源の使用（財政報告，財政マネジメント，
財源調達，内部コントロール，バリュー・
フォー・マネー）

・総体的アセスメント（熱意，優先事項の明
確化，能力，業績管理，達成度）

評価の指針

４段階
（グリーン，アンバー・グリーン，
アンバー・レッド，レッド）

５段階
（４星，３星，２星，１星，０星）

評価の提示方法

筆者作成



点項目を決定していることが明らかとなり，ロ

ーカルガバナンスを妨げる要因のひとつになっ

ているのである。その結果，ブレア政権下の政

府間関係の批判の中心となっている業績達成と

外部監査を軸としたベストバリューシステムに

基づく地方自治体の統制は，近隣地域再生資金

の中でも用いられているために，その問題点

は，近隣地域再生資金にも援用されるといえ

る。LSPは，各機関から独立した機関であるに

もかかわらず，地方自治体が達成すべきベスト

バリューの理念に基づいて，業績達成と外部監

査の対象となっており，その対象とする領域が

地方自治体を超えて，LSPに拡大しているので

ある。

結論としては，近隣地域再生資金は，従来型

の補助金と比較して資金の柔軟性が高いという

指摘があったが，他の補助金と同様，ベストバ

リューに基づいた業績主義と外部監査の対象と

されており，中央政府による地方自治体への強

力な統制を基盤とした政府間関係により，ロー

カルガバナンスを阻害している。マーティンと

デイビーが論じるように，業績主義と外部監査

を機軸としたベストバリューのもとでは，地域

民主主義を暗黙のうちに無視してしまっている

のである（MartinandDavies2001;465）。その

ため，ローカルガバナンスに基づいて，民主主

義を深化させる体制には課題が残っているとい

える。

ここで，なぜ業績達成と外部監査が批判され

るのかを論じておきたい。地域再生が求められ

る背景には，社会的，経済的，政治的に排除さ

れるという少数派コミュニティの社会的排除の

問題があり，彼らをソーシャルインクルージョ

ンする必要性があるからである。彼らのニーズ

は極めて複雑であり，彼らをソーシャルインク

ルージョンすることには，長期的な視点が必要

である。国家戦略行動計画に基づく近隣地域再

生資金のプログラムは，１０年から２０年という長

期間にわたるプログラムになっているにもかか

わらず，単年度ごとの業績が設定され，中央政

府の監査がある。業績達成とは，数値化された

目標を達成することである。地域という空間の

中で業績達成を求められると，その業績達成に

容易にたどり着くことが可能な人たちを選別し

てしまう可能性がある。とりわけ平均値の上昇

を求められると目標達成が容易な人を優先しな

ければならない。例えば，地域の就業率を上げ

ることを考える場合，就職への道のりが短い人

たちを優先せざるを得なくなってくる。そのた

め，地域の末端に追いやられてしまうような人

たちは，本来は真のニーズを持っており，彼ら

をソーシャルインクルージョンすることが本来

の目的であるにもかかわらず，業績達成のため

には，軽視せざるを得なくなる可能性が出てく

る。効率を重視した市場主義的政策では社会的

排除の問題は一層深刻なものとならざるを得な

いのである９）。

そのため，ディプライブド・エリアのような

衰退した地域では，中央政府からの資金の再配

分は必要であるが，数値目標にとらわれず，真

にソーシャルインクルージョンのために利用で

きるような財源を確保していかなければならな

い。結局のところ，英国の近隣地域再生資金に

関する意思決定は，中央政府に主導される形で

促されている。もちろん，中央政府がローカル

ガバナンスを尊重していることそれ自体は否定

されるべきことではないが，中央政府による資

金供給には，業績達成を明確に示すか，使途を

限定して渡すか，という点でしかアカウンタビ

リティを示せないのも事実である。そのため，

立命館産業社会論集（第４３巻第２号）98



業績達成で達成すべき点と業績達成では示され

ない少数派のニーズとのバランスをとれるよう

な仕組みが必要である。そこには，中央政府に

アカウンタビリティを果たすことがなく，地方

自治体を中心とした地域の意思決定機関が住民

へのアカウンタビリティを果たせるような一定

程度の税源委譲を含めた議論も必要となってく

るのではないであろうか。

これまで主張してきたように，ローカルガバ

ナンスの主体は地方自治体である。真に地方自

治体が地域のリーダーとして位置づけられるた

めには，地方自治体が地域において問題解決能

力を持てるよう，十分な権限が必要であり，そ

の権限を獲得するためには，一定程度の地方財

政の自立が必要である。すなわち，地方自治体

への税源委譲である。では，地方自治体が財源

を充実した場合，そのアカウンタビリティはど

のようになるのであろうか。現在の英国の地方

自治体によるアカウンタビリティは中央政府に

対して行われている。しかし，ローカルガバナ

ンスにおいて，強い地方自治体が正当化される

ためには，住民に対する強いアカウンタビリテ

ィが必要である。地域のニーズや目標に基づ

き，住民が行政評価をできるような仕組みにし

ていくことが求められる。

おわりに

本稿では，英国のブレア政権下において，ベ

ストバリューシステムの包括的業績監査に基づ

く政府間関係への批判があるという一方で，近

隣地域再生資金の柔軟性が高いという指摘があ

ることから，近隣地域再生資金の評価システム

である信号機型評価システムを包括的業績監査

と比較し，同様の問題点を抱えるシステムであ

ることを明らかにした。その上で，バーミンガ

ム市を事例に挙げながら，中央政府による信号

機型評価システムにより，近隣地域再生資金の

用途が決定されている点を明らかにし，中央政

府がコントロールを行う資金配分では，ローカ

ルガバナンスの具現化には課題の残ることを示

唆した。

英国の地域再生政策は，政府間関係に問題が

残るものの，ローカルガバナンスの脈絡からは

注目されている。英国では，２００５年度より地域

エリア協定（LocalAreaAgreement）を導入

し，地域再生のための資金を拡大させる試みを

始めている。この地域エリア協定は，イングラ

ンド全域に拡大させる方向で進められている。

この地域エリア協定を含め，今後の英国の地域

再生政策を注視していきたい。

注
１） 本稿におけるローカルガバナンスとは，「地

域レベルにおける民主的な意思決定プロセス」
を意味している。

２） 本稿で用いる「地方自治体」という用語は
「英国の地方自治体」を念頭においている。わ
が国は，議会と地方自治体は区別されている
が，英国のカウンシルと地方自治体は，カウン
シルのメンバーが地方自治体の部局の長に就く
など，わが国とは制度が異なっている。そのた
め，本稿における地方自治体の用語は，選出さ
れる議員により構成されるカウンシルを含めた
ものである。

３） 本稿で用いている市民社会とは，国家から独
立し，市場からも独立した，能動的な個々人に
より構成されるアソシエーション群である。そ
の中核となる組織は，ボランタリー組織やコミ
ュニティ組織（日本ではNPO，ボランティア団
体などと呼ばれている）である。

４） 本稿におけるディプライブド・エリアとは，
国家戦略行動計画の中で，中央政府が策定する
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複 合 デ ィ プ リ ベ ー シ ョ ン 指 数（Indexof
MultipleDeprivation）に基づいて指定された８８
の地方自治体を指している。

５） LSPは，ディプライブド・エリア以外におい
ても推奨されており，イングランド内には３６０
以上のLSPがある（JohnHampshrie&Helen
Armstrong Hampshire County CouncilIT

services2006;9）。
６） 「ウイックド・イシュー」という用語は，地

域再生，社会的不利及び社会的排除，犯罪とコ
ミュニティの安全，持続可能な開発と環境問題
のような単一の問題に対して，相互作用があ
り，一貫して処理することができない政策問題
に対して利用され，「多面的であること」，「一
つのレベルの政府では解決できないこと」，「地
域レベルの多くの機関や組織が，問題の一定の
側面に取り組むよう，活動の中に関与するこ
と」，「既存の組織による部局構造の中では容易
には合致しないこと」「長期にわたる介入が必
要であること」を特徴とする問題である。「ウ
イックド・イシュー」は，「クロスカッティン
グ・イシュー（cross-cuttingissue）」と呼ばれ
ることもある（LeachandPercy-Smith2001;
186-187）。

７） 地域・地方自治省は，副首相府（Officeof
DeputyPrimeMinister）が２００６年に名称変更し
たものであり，ほぼ同様の業務を担っている。

８） 信号機型評価システムの構造については，
２００６年８月２４日１１時から１２時に地域・地方自治
省内の近隣地域再生対策局において行ったイン
タビューに基づいている。

９） 業績達成を軸としたサービス供給の弊害は，
若者の雇用を支援する雇用参入プログラム
（EntertoEmploymentProgramme,以下，E2E）
において影響があることが公的に認められてい
る。政府報告書「移行期；複雑なニーズを持つ
若者（Transition;YoungAdultswithcomplex
needs）」の中で，次のようにまとめられてい
る。
「E2Eは，雇用，継続教育，見習い期間もしく
はその他の労働指向型事業へ直接参入する用意
のできていない若者に対して支援を供給するよ

う設計されたものである。E2Eは，幅広い範囲
の若者のニーズに合致させることを目的として
おり，彼らの数人は，その他の人よりも課程を
終えることに長い期間がかかり，幾人かは追加
的な支援から給付を受ける。しかし，プログラ
ムは平均２２週で就職することを想定しており，
サービス供給者は迅速に課程を完了する人を獲
得するための資金調達のインセンティブとして
作用している。多くの人々は，サービス供給者
は，長く時間がかかる若者を支援することに心
が傾いていないと，私たちに話している。そし
て，E2Eは現在，最初に意図していたものより
も，わずかに異なる（そしてより稼動可能な）
集団のためのものとなっている。またE2Eの
場所も全体的に不足しており，一定の地域には
待機者リストがあり，提供者が自分たちの課程
を受ける人に関して選別を容易にしている。」
（SocialExclusionUnit2005;40-42）
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Abstract:Incontextofregeneration,wearediscussingabouttheimportanceoflocalgovernance

whichpartnershipcomposedofvariousstakeholdersiskeyelement.Thelocalgovernanceneeds

theflexibilityofhowtousethebudgetbecauseifthewayhowtousethebudgetaccompanyby

inflexibilitythentheycan’ttranslatethedecisionmakingbypartnershipintoactioneffectively.

Therearesomeprogrammestoallocatethesubsidiestolocalgovernmentbycentralgovernment

inregenerationpolicyinEngland.Noteworthy,theseprogrammesarenotring-fencedbycentral

government.And,NeighbourhoodRenewalFundwhichisallocatedtodeprivedareaisalsonot

ring-fenced.Butthereisauditsystem ofhowtouseNeighbourhoodRenewalFundwhichis

called TrafficLightSystem.And thereisquantitative]targetforaccountabilitytocentral

government.ThispapertrytoanalysistheimpactwhichBestValuewhichiscomposedofaudit

system andperformanceregimeleadstothedecisionmakingaboutNeighbourhoodRenewal

Fundbylocalstrategicpartnerships.
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